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第４ 積雪期における剱岳周辺の危険地帯  

 １ 富山県登山届出条例関係  

（ 1）富山県登山届出条例  
  昭和 41 年 3 月 26 日 
  富山県条例第 22 号 

改正 昭和 44 年 2 月 17 日条例第 1 号  昭和 44 年 10 月 6 日条例第 40 号 
   平成 4 年 3 月 27 日条例第 1 号  平成 15 年 12 月 18 日条例第 55 号 

（目的） 
第１条 この条例は、富山県の区域内にある山岳のうち、特に危険な地区及び期間に登山しようとする

者に対し、登山届を提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資することを目的とす

る。 
（昭４４条例４０・一部改正） 

 
（定義） 

第１条の２ この条例において「危険地区」とは、別表第１に掲げる地区をいう。 
２ この条例において「特別危険地区」とは、危険地区のうち別表第２に掲げる地区をいう。 
３ この条例において「登山」とは、１２月１日から翌年５月１５日までの間に危険地区に立ち入ること

をいう。 
４ この条例において「登山者」とは、登山する者をいう。 

（昭４４条例４０・追加） 
 
 （登山者の心構え） 
第２条 登山者は、適正な登山計画を作成し、その計画に基づいて装備、食糧等を整え、登山しなければ

ならない。 
 
 （特別危険地区に対する登山者の心構え） 
第３条 登山者は、１２月１日から翌年４月１５日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努め

なければならない。 
（昭４４条例４０・全改） 

 
 （登山届の提出） 
第４条 登山者は、次の各号に掲げる事項を記載した登山届を知事に提出しなければならない。この場合

において、登山者が集団で登山するときは、代表者が提出することができる。 
(1) 住所、氏名、性別及び年齢 
(2) 登山歴（山岳団体に所属している登山者にあつては、登山歴についての当該山岳団体の代表者の確

認のあるもの） 
(3) 行程及び日程 
(4) 日程中の行動の概要 
(5) 装備及び食糧 
(6) 緊急時における連絡先 
(7) 緊急時の救助体制 
(8) 山岳遭難捜索費用に充てるための保険の加入又は未加入の別 

２ 前項の届出は、登山する日の２０日前までにしなければならない。 
３ 登山者は、登山前に第１項の登山届の記載事項を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出な

ければならない。 
４ 遭難救助に従事する者その他知事が特に認める者については、第２項の規定は、適用しない。 

（昭４４条例４０・平１５条例５５・一部改正） 
 
  （登山届済書の交付） 
第５条 知事は、前条第１項の規定により提出された登山届を受理したときは、登山届済書（以下「届済
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書」という。）を登山者に交付するものとする。 
２ 知事は、登山届の内容が不適当と認めたときは、届済書を交付する前に、登山者に必要な勧告をする

ことができる。 
 
  （届済書の提示） 
第６条 登山者は、常に届済書を携行し、知事の指定する登山指導員（以下「指導員」という。）からそ

の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 
２ 指導員は、登山者の装備等が届済書の記載事項と相違すると認めたときは、必要な勧告をすることが

できる。 
３ 指導員は、前２項の規定により、届済書の提示を求め、又は必要な勧告をするときは、その身分を示

す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
 
  （審議会の設置） 
第７条 第５条第２項に規定する知事の勧告の基準その他必要な事項を調査審議するため、富山県山岳遭

難防止対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
（昭４４条例４０・一部改正） 

 
  （組織） 
第８条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 特別の事項を調査研究するため、必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。 
３ 委員及び臨時の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 

（昭４４条例１・一部改正） 
 
  （会長） 
第９条 審議会に会長を置く。 
２ 会長は、委員が互選する。 
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代

理する。 
 
  （任期） 
第１０条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 臨時の委員は、特別の調査研究が終了したときは、解任するものとする。 
 
  （罰則） 
第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 登山届を提出しないで登山をした者 
(2) 虚偽の登山届を提出して登山をした者 
(3) 第６条の届済書の提示を拒んだ登山者 

（昭４４条例４０・平４条例１・一部改正） 
 
  （委任） 
第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（昭４４条例４０・追加） 
 
 附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
 附 則（昭和４４年条例第１号） 
この条例は、公布の日から施行する。 
 附 則（昭和４４年条例第４０号） 
この条例は、公布の日から施行する。 
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 附 則（平成４年条例第１号） 
この条例は、平成４年５月１日から施行する。 
 附 則（平成１５年条例第５５号） 
この条例は、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１５年富山県条例第

５４号）の施行の日から施行する。（施行の日＝平成１６年４月１日） 
 
別表第１ （昭４４条例４０・追加） 
劔岳及び｢早月尾根を中心とした区域で、馬場島からブナクラ乗越に至る白萩川及びブナクラ谷、ブナク

ラ乗越から赤谷山、白萩山、赤ハゲ、白ハゲ及び池平山を経て仙人山に至るりよう線、北股、劔沢、武蔵

谷、武蔵のコルから劔御前、別山乗越、室堂乗越、西大谷山、クズバ山を経て中山に至るりよう線並びに

中山と馬場島を結ぶ線に囲まれた区域 
 
別表第２ （昭４４条例４０・追加) 
１ 東大谷を中心とした区域で、東大谷出合、左尾根、早月尾根 2,600、早月尾根、別山尾根及び右尾根

に囲まれた区域（当該尾根から内側に向かつてそれぞれ 50 メートル以内の区域を除く。） 
２ 池の谷を中心とした区域で、池の谷出合、小窓尾根、三の窓、池の谷乗越、劔岳、早月尾根及び早月

尾根 1,920 に囲まれた区域（当該尾根から内側に向ってそれぞれ 50 メートル以内の区域及び劔尾根両

側 50 メートル以内の区域を除く。） 
 

（２）富山県登山届出条例施行規則  
  昭和 44 年 11 月 1 日 
  富山県規則第 55 号 

改正 平成 4 年 4 月 30 日規則第 34 号  平成 11 年 3 月 26 日規則第 4 号 
   平成 13 年 1 月 5 日規則第 2 号  平成 16 年 11 月 8 日規則第 72 号 

（趣旨） 
第 1 条 この規則は、富山県登山届出条例（昭和 41 年富山県条例第 22 号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（登山届の様式） 

第 2 条 条例第 4 条第 1 項に規定する登山届は、登山届（様式第 1 号）によるものとする。 
（平 16 規則 72・一部改正） 
 

 （勧告の基準） 
第 3 条 条例第 5 条第 2 項の規定により行う知事の勧告は、次に掲げる事項を検討して行うものとする。 

(1) 技術経験に関する基準 
    12 月 1 日から翌年 5 月 15 日まで（以下「積雪期」という。）の登山者の危険地区における登山

経験、積雪期における危険地区と同程度の危険性があると認められる山岳における登山経験その他

の登山経験の有無による登山技術上の危険性の有無及びパーティーの構成の適否 
(2) 行程及び日程に関する基準 

    行程における登山コース、日程の余裕等の判断による登山計画の適否 
(3) 装備等に関する基準 

    パーティーの構成、行程、登山の方法等に対する装備及び食料の適否 
(4) 緊急時の対策に関する基準 

    緊急時に必要とするトランシーバー等の携行の有無及び山岳遭難捜索費用に充てるための保険

の加入の有無による緊急時の対策の適否 
（平 16 規則 72・一部改正） 
 

 （登山指導員の証票） 
第 4 条 条例第 6 条第 3 項に規定する指導員の身分を示す証票は、登山指導員の証票（様式第 2 号）に

よるものとする。 
（平 16 規則 72・一部改正） 
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 （登山届を登山する 20 日前までにしなくてもよい者） 
第 5 条 条例第 4 条第 4 項に規定するその他知事が特に認める者とは、森林管理署の職員、電力会社の

職員その他これに類する者で、業務に従事するため危険地区に立ち入る者とする。 
（平 13 規則 2・一部改正） 

 
附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年規則第 34 号） 
この規則は、平成 4 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 11 年規則第４号） 
（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。 
附 則（平成 13 年規則第２号） 
この規則は、平成 13 年１月６日から施行する。 

附 則（平成 16 年規則第 72 号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

 
（３）勧告の基準  

（昭和 41 年 9 月 16 日） 
改正 昭和 42 年 2 月 25 日 昭和 44 年 8 月 1 日 昭和 62 年 12 月 9 日 

条例第 5 条第 2 項の規定により、知事が行う勧告の基準は次のとおりとする。 
(1) 12 月 1 日から 4 月 15 日まで 

  ア 単独登山に対しては、中止を求める。 
  イ パーティーの構成メンバーには、原則として 2 分の 1 以上の積雪期登山の経験者で構成され、且

つリーダーは積雪期登山経験の豊富な者を求める。 
  ウ 特別危険地区に登山することを計画した届出は、中止又はコースの変更を求める。 
  エ 登山方式、パーティー編成、行動計画などから判断して日程が少ない時は再検討を求める。 
    なお、予備日は、12 月 1 日から 2 月末日までは少なくとも 7 日以上、3 月 1 日から 4 月 15 日ま

では少なくとも 5 日以上を求める。 
  オ 登山方式、パーティー編成、行動計画などから判断し、装備及び食糧が積雪期登山に対しあきら

かに不備とみとめられる場合は、再検討及び必要なものの携行を求める。 
  カ パーティー間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める。 
    （昭和 44 年 8 月 1 日・一部改正及び追加  昭和 62 年 12 月 9 日・一部改正） 

(2) 4 月 16 日から 5 月 15 日まで 
  ア 積雪期登山の経験、コース及び日程等から判断して、明らかに危険とみなされる単独登山者につ

いては、中止又は計画の変更を求める。 
  イ パーティーの構成メンバーには、出来るだけ多くの積雪期登山の経験者を求める。 
  ウ 登山方式、パーティー構成、行動計画などから判断して日程が少ない時は再検討を求める。 
    （昭和 42 年 2 月 25 日・追加 昭和 44 年 8 月 1 日・追加 昭和 62 年 12 月 9 日・一部改正） 

(3) その他 
ア 山岳団体に所属していない者については、既存の山岳団体に加入するか、又は新たに山岳団体を

組織するよう勧奨する。 
イ 山岳遭難対策費用に充てるための保険に加入していない者については、加入するよう勧奨する。 

   （昭和 44 年 8 月 1 日・追加) 


